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資 料 １ 



提案・要望項目 

━ 
┃新型コロナウイルス感染症対策項目  
Ⅰ. 感染拡大防止策の強化 
Ⅱ. 神⼾経済への影響を踏まえた⽀援策の充実 
 

┃重点項目  
Ⅰ. 地方創生・人口減少社会への対応 
Ⅱ. まちの活力の創出 
Ⅲ. 安全・安心なまちづくりの推進 
Ⅳ. 子育て・教育環境の充実 
Ⅴ. 保健・福祉・医療の充実 
Ⅵ. 権限移譲の推進 
 

┃その他項目  
Ⅰ. まちの活力の創出 

Ⅱ. 安全・安心なまちづくりの推進 

Ⅲ. 教育環境・保健・福祉・医療の充実 



 

 

                                         

重 点 項 目 
兵庫県予算に対する提案･要望
令 和 ３ 年 度  神 ⼾ 市



 

Ⅱ．まちの活力の創出 
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Ⅱ- 1. 都心・三宮再整備の推進 
 »企画県⺠部、県⼟整備部、県警本部 

１）三宮周辺地区の再整備にかかる⽀援 

  新たなバスターミナルの整備に対する財政⽀援 
・国の直轄道路事業として事業化された新たなバスターミナル整備を含む雲井通 5 

丁目地区において、引き続き事業を遅滞なく安定的に進めていくための財政⽀援 
を行うこと 

 

  官⺠が行う公共空間整備に対する⽀援 

・三宮にある６つの駅と周辺のまちを一体的につなぎ、交通拠点としての機能や回 
 遊性を⾼める「えき≈まち空間」の実現に向け、官⺠が行う公共空間の整備に対 
 する財政⽀援を行うこと 
・「えき≈まち空間」の核となる「三宮クロススクエア」の段階整備等に向け、引き 

続き県警との協議に対する協力を行うこと 
 

２）三宮再整備と県庁舎等再整備とのさらなる連携 

  魅力と活力あるまちづくりの実現に向けた連携 

・都心エリア全体を一体的に捉えたまちづくりを行うため、「都心エリアの再整備計 
画に関する検討会議」等を活用して、引き続き積極的な意見交換と施策に対する 
適切な役割分担を行いながら、三宮再整備と県庁舎等再整備が相乗効果を発揮す 
るようさらなる連携を図ること 

 

  生田文化会館の機能移転に伴う県庁舎等再整備との調整 

・県庁舎等の再整備エリアにある生田文化会館の機能移転後の跡地活用に関する協 
議・連携を図ること 

・生田文化会館内にある山手地域福祉センターの移転先について県庁舎等再整備基 
本構想の中で配慮を行うこと 

 
 
 
 
 
 



 

Ⅱ．まちの活力の創出 
 

2 

３）新神⼾駅周辺の活性化に向けた取組みの推進 

  新神⼾駅前広場の再整備に対する財政⽀援 

・本市を含めた広域的な⽞関口である新神⼾駅において、⽞関口としてふさわしい 
空間の創出や一般車と公共交通の分離による交通処理の円滑化、地下鉄や周辺施 
設への歩行者動線の見直し等を目的とした、駅前広場の再整備に対する財政⽀援 
を行うこと 

 

 

1） 2) 都市局 都心再整備本部 都心三宮再整備課⻑ 清⽔ 陽   078-984-0303 
2）   企画調整局 つなぐラボ担当課⻑ 江坂 昌宏   078-322-6486 

文化スポーツ局 文化企画担当課⻑ 川畑 義和   078-322-6490 
3）   都市局 公共交通課⻑ ⽩井 真太郎   078-595-6714 



 

Ⅱ．まちの活力の創出 
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Ⅱ-３. 新⻑田駅南地区の活性化 
 »健康福祉部、県⼟整備部、神⼾県⺠センター 

１）新⻑田駅の拠点性向上に向けた取組みの推進 

  JR 新⻑田駅の快速停車及び東口の設置に向けた JR ⻄⽇本への働きかけ 

・本市では JR 新⻑田駅前のバスロータリー整備の検討を進めているところであり、 
 JR 新⻑田駅の拠点性を向上させ、さらなるまちの活性化を図るため、JR 新⻑田駅 

の快速停車及び東口の設置について、引き続き県市一体となって JR ⻄⽇本に対す 
る働きかけを行うこと 

 

２）にぎわいの創出に資する取組みの推進 

  県⽴総合衛生学院の整備及び「新⻑田合同庁舎地域連携会議」を通じた 
まちの活性化の推進 

・県⽴総合衛生学院の整備を着実に進めること 
・県⽴総合衛生学院や大学サテライト（兵庫県⽴大学・兵庫教育大学）の移転等によ 

る学生等を取り込んだ地域のさらなるにぎわい創出のために、引き続き「新⻑田 
合同庁舎地域連携会議」を活用した、県市一体となったまちの活性化を推進する 
こと 

 

 

1） 都市局 公共交通課⻑ ⽩井 真太郎   078-595-6714 
2） 都市局 市街地整備部 再開発・にぎわいづくり担当課⻑ 渡邊 智明   078-595-6739 



 

 

                                         

そ の 他 項 目 
兵庫県予算に対する提案･要望
令 和 ３ 年 度  神 ⼾ 市
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Ⅰ. まちの活力の創出 
 »企画県⺠部、産業労働部、農政環境部、県⼟整備部、神⼾県⺠センター、教育委員会 

１）市街地⻄部地域（神⼾市営地下鉄海岸線沿線周辺地域）の活性化へ  
の⽀援 

  県⽴兵庫津ミュージアム（仮称）一帯の観光拠点化を目指した地下鉄海 
岸線沿線施設や企業との一層の連携 

・地下鉄海岸線沿線における県関係機関や集客施設等の⽴地促進及びノエビアスタ 
 ジアム・兵庫運河等を活用したイベント開催、⽀援の推進を行うこと 

 

２）公共交通の維持・充実 

  ⻄北神地域の主要な基幹鉄道である神⼾電鉄に対する⽀援 

・国の採択条件に合わせた鉄道施設の改良、更新にかかる事業費を確保すること 
・粟生線の利用促進策に対して財政⽀援を行うとともに今後のあり方に関して調整 

を進めること 
 

３）総合的な空家空地対策に関する財政⽀援 

  略式代執行による除却等費用に対する財政⽀援 

・所有者が確知できない管理不全の建築物によって市⺠の生命、⾝体⼜は財産に著 
しい危険が切迫している場合に実施する略式代執行費用に対する財政⽀援を行う 
こと 

 

  応急的危険回避措置にかかる費用に対する財政⽀援 
・所有者が確知できない管理不全の空家⼜は空地のうち、市⺠の生命、⾝体⼜は財 

産へ危害が及ぶことを防止するため、条例に基づき実施する緊急措置に対する財 
政⽀援を行うこと 
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  財産管理人選任申⽴予納金に対する財政⽀援 
・所有者不明⼟地の財産管理人選任申⽴てにかかる予納金に対する財政⽀援を行う 

こと 
 

  管理不全空家の発生予防策に対する財政⽀援 
・市場性が低く管理が放置される可能性が⾼い空家等を早期に除却するための新た 

な財政⽀援を行うこと 
 

４）市街地整備の推進 

  まちなかの再整備（湊川公園北・⽔道筋）にかかる事業費の確保 

  ⺠間市街地再開発事業（北鈴蘭台駅前・垂⽔中央東）にかかる事業費の 
確保 

 

５）「神⼾マラソン」の開催にかかる取組みの強化 

  神⼾マラソンの開催等に伴う財政措置及び人員配置の強化 

・記念事業の実施や感染症予防に配慮した安全・安心な大会運営に加え、コース変 
更の検討等の取組みの強化が必要となるため、県：市＝１：１の開催経費負担及 
び人員配置とすること 

 

６）文化芸術に対する⽀援の拡大 

  「神⼾国際フルート⾳楽祭」の事業展開にかかる財政⽀援及び積極的な 
参画並びに県下の⾳楽関連事業との連携等による広報ＰＲの協力 

・事業展開にかかる財政⽀援を行うこと 
・兵庫県⽴芸術文化センター管弦楽団等の積極的な参画・連携を図ること 
・県⽴施設での広報や兵庫県広報紙への掲載等、広報面における協力を行うこと 
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７）「神⼾ルミナリエ」の財政⽀援の継続 

  阪神・淡路大震災犠牲者の鎮魂と大震災の記憶を永く後世に語り継ぐた 
めに開催する「神⼾ルミナリエ」の財政⽀援の継続 

 

８）地場産業の振興 

  神⼾の地場産業強化に対する財政⽀援の継続及び拡充 

・灘の酒、ケミカルシューズ、スイーツなどの地場産業における機会創出につなが 
るオンラインを活用した販路開拓及びブランド力強化・発信等の新たな取組みに 
対する財政⽀援の継続及び拡充を行うこと 

 

  兵庫県真珠振興計画に定める取組みに対する財政⽀援の継続及び拡充 

・兵庫県真珠振興計画に定められた「流通の⾼度化」や「需要増進」等に向けた取組 
みに対する⽀援の継続及び拡充を行うこと 

 

  農漁業者の経営継続に向けた取組みに対する⽀援及び国への働き 
かけ 

・酒米の生産応援事業や県産農⽔産物の販売促進事業等、農⽔産物の需要喚起・生 
産⽀援の継続を行うこと 

・販路開拓や農漁業経営の事業継続・転換に向けた⽀援制度である「経営継続補助 
金」の拡充及び手続きの簡素化について国への働きかけを行うこと 

 

９）里山・農村地域の活性化のための⽀援 

  移住促進に向けた取組みに対する⽀援 

・移住者と地域とのマッチングを行うコーディネーターの活動に対する⽀援制度を 
創設すること 
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10）文化財保護と活用の推進 

  文化財修理補助にかかる事業費の確保 

・五色塚古墳史跡追加指定地を中心とした整備事業費ならびに五色塚古墳出⼟重要 
文化財修理事業費の確保にかかる国への働きかけ及び財政⽀援を行うこと 

 



 


